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整 理 番 号 １ 研 究 区 分 経常研究 研 究 期 間 平成２８～２９年度 

研究課題名 野生動物及び豚のＥ型肝炎ウイルス侵淫状況とリスク評価 

総合評価結果 Ａ Ａ（６人）・Ｂ（１人） 

【総合評価意見】 

全国的にＥ型肝炎の発生が増加し，豚肉の生食目的での販売等が規制された一方で，イノシシやシ

カ等の野生動物肉の喫食の機会の増加が見込まれる現時点において，野生動物及び豚のＥ型肝炎ウイ

ルスの浸淫状況を把握することは重要である。本研究による成果は，食肉等を原因とするＥ型肝炎発

生リスク及び予防対策を県民に啓発する上で有用なデータとなるだけでなく，医療現場への情報提供

によるＥ型肝炎の的確な予防・診断の根拠となる。また，野生動物の肉の安全な利用に係る情報を提

供することで野生動物肉の利用拡大ひいては農業被害の軽減及び生態系の保全にもつながり得るも

のである。 

ただし，Ｅ型肝炎ウイルスの浸淫状況を把握し，汚染ルートの解明に資するという研究目的が達成

されるよう，事前調査を十分に行い，検体となる豚等の産地等を考慮し，計画的にサンプリングする

必要がある。また，サンプリング数については，過去の検出率を踏まえ，統計的に有意なデータが得

られるよう，調査期間の延長も含め検討する必要がある。 

【対応方針】 

サンプリングにあたっては，検体となる豚等の産地等の把握に努めるとともに，県内各地域の豚飼

養数，イノシシ及びシカの狩猟捕獲数に係る統計データ等を参考に計画的に行うこととします。 

また，過去の検出率を踏まえ，統計的な有意性を考慮してサンプリング数を増やすこととします。 

 

  

資料４ 
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整 理 番 号 ２ 研 究 区 分 経常研究 研 究 期 間 平成２８～２９年度 

研究課題名 機器分析法による下痢性貝毒の分析法の確立と適応性の検証 

総合評価結果 Ａ ＡＡ（１人）・Ａ（４人）・Ｂ（２人） 

【総合評価意見】 

下痢性貝毒の分析法がマウス毒性試験法から機器分析法に移行される今，下痢性貝毒の機器分析法

を確立し，さらにその分析法について自然に毒化した二枚貝への適応性を確認し検査体制を新たに構

築することは，水産県である県の試験研究機関として,主要産品である二枚貝の安全性を確保するた

めに緊急かつ重要な課題である。 

緊急性を要する課題であることから，他県及び県の関係研究機関とも連携し，先行して行われた解

析事例を収集・分析の上，効率良く進めるとともに，ホタテだけでなく，他の二枚貝における分析法

の確立についても検討されたい。 

【対応方針】 

機器分析法による下痢性貝毒の検査体制が早急に整備されるよう，地方衛生研究所全国協議会北海

道・東北・新潟支部衛生化学研究部会等を通じて，同様の課題を抱える他県との連携強化を図るとと

もに，県の研究機関であり，貝毒プランクトンの調査を実施している水産技術総合センター及び気仙

沼水産試験場と協力することにより，本研究の効率的な実施に努めます。また，本研究結果をこれら

関係機関と共有し，本研究成果の有効活用を図ります。 

ムラサキイガイ，カキ及びアサリ等のホタテガイ以外の二枚貝類についても，下痢性貝毒の検査が

実施可能となるよう，本研究において分析法の確立を目指すこととします。 

 

  

資料４ 
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整 理 番 号 ３ 研 究 区 分 経常研究 研 究 期 間 平成２８～３０年度 

研究課題名 宮城県におけるＰＭ２．５中のレボグルコサンの解析 

総合評価結果 Ｂ Ａ（３人）・Ｂ（２人）・Ｃ（２人） 

【総合評価意見】 

全国的に環境基準の達成状況が思わしくないＰＭ２．５について，これまでに実施してきた成分分

析に加え，バイオマス燃焼の指標となるレボグルコサンの分析を進めることは，ＰＭ２．５の発生源

の解明などＰＭ２．５対策のための有用な基礎資料となるほか，火力発電所の周辺における調査結果

についても，貴重なデータとなることが期待される。また，従来ＰＭ２．５の質量濃度測定を行って

いる県が大気汚染物質対策に係る分析技術を向上させ，詳細な構成成分の把握に努めることは意義が

ある。 

研究を行うにあたっては，サンプリング時の気象条件や野焼きの状況，レボグルコサンの発生特性

等を考慮した上で，調査方法及びその成果の活用方法を明確にして実施する必要がある。また，ＰＭ

２．５に対する懸念が高まっていることから，県民に対する調査結果の具体的な情報提供方法につい

て検討する必要がある。 

【対応方針】 

本研究を行うにあたっては，必要な解析が行えるよう，サンプリング時における気象状況等の基礎

資料の収集を行うほか，野焼きや交通量等周辺環境の把握に努めるなど調査方法を精査した上で実施

することとします。 

本調査により得られたレボグルコサンの分析結果などのデータは，ＰＭ２．５全体の大気汚染防止

対策の基礎資料といたします。 

さらに，調査結果については，保健環境センター年報への掲載，センター研究発表会での発表に留

まらず県民視点を意識したホームページ掲載等，県民がより理解しやすい形での情報提供に努めま

す。 

  

資料４ 
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整 理 番 号 ４ 研 究 区 分 経常研究 研 究 期 間 平成２８～２９年度 

研究課題名 底層溶存酸素量に係る湖沼への類型指定適用の検討 

総合評価結果 Ｂ Ａ（３人）・Ｂ（２人）・Ｃ（２人） 

【総合評価意見】 

現時点での底層溶存酸素量を把握しておくことは，今後底層溶存酸素量が環境基準に追加された際

に，類型指定等の対応の迅速化が図られ，水環境の保全対策に寄与する。 

ただし，水生生物の生息状況等の水域特性等の調査は，文献調査に限らず，水生生物の専門家の協

力等により実地で行うことを検討されたい。また，本研究による底層溶存酸素量の調査は，水生生物

の生息環境の保全を検討する上で有用な基礎資料となることから，県民の環境保全に対する意識が高

まるよう，調査結果の発信方法についても併せて検討されたい。 

【対応方針】 

水生生物の生息状況に係る必要なデータは，水域に生息している生物種の情報と水域毎に保全の

対象となる生物種の生態に関する情報と考えております。 

そのため，調査にあたっては，水生生物の生態等に詳しい内水面水産試験場や専門家の方々，ま

た水域の特性や水生生物の生息状況に精通したダム管理事務所や，地元漁協などの協力を受け現

地での聴き取り調査や文献調査を行うことを考えております。 

また，調査結果については，将来の県における底層溶存酸素に係る類型あてはめの基礎資料とし

て活用するほか，保健環境センター年報及び県民視点でのホームページ掲載，さらに流域水循環

計画推進会議や伊豆沼・内沼自然再生協議会などの関係する会議の場等を通じて各関係団体及び

県民への情報発信に努めます。 

 

資料４ 
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平成２７年度保健環境センター課題評価対象課題 

 

 

整理 

番号 
研究区分 担当部名 研究課題名 研究期間 頁 

１ 経常研究 微生物部 
野生動物及び豚のＥ型肝炎ウイルス浸淫状況

とリスク評価 
H28-29 1～5 

２ 経常研究 生活化学部 
機器分析法による下痢生貝毒の分析法の確立

と適応性の検証 
H28-29 6～9 

３ 経常研究 大気環境部 
宮城県におけるPM2.5中のレボグルコサンの解

析 
H28-30 10～18 

４ 経常研究 水環境部 
底層溶存酸素量に係る湖沼への類型指定適用

の検討 
H28-29 19～23 
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様式 １の（１）  

課題評価調書（事前評価）  

平成２７年９月１５日  

評 価 の 種 類 事前評価   

整 理 番 号 １  研究課題名  
野生動物及び豚の E 型肝炎ウイルス侵淫状況

とリスク評価  

研 究 分 野 
①食品衛生，生活衛生の安
全対策に関する研究  

研 究 区 分  経常研究  

担 当 部 名 微生物部  
研究代表者  

氏  名  
佐々木 美江  

計 画 立 案 

課室・公所名 
保健環境センター  

共 同 研 究 機

関・協力機関 
食肉衛生検査所  研究期間 平成２８～２９年度  

所 要 見 込 額 

（千円）  

総 額  

96 0  

平成２８年度 

50 2  

平成２９年度 

45 8  

平成  年度 

 
 

 

１ 研究目的・計画等 

(1) 研究目的・背景  

E 型肝炎は，主に E 型肝炎ウイルス（HE V）に汚染された水や食品などを摂食する

ことにより発症する。従来の HE V 感染は衛生状況の悪い発展途上国からの輸入感染症

と考えられていた。  

しかし，平成 15 年以降，国内では豚及びイノシシのレバーや肉を摂食したことによ

る E 型肝炎の集団発症事例や生シカ肉を介した発症例などの事例が相次いで報告さ

れ，現在では我が国においても H E V は食中毒原因物質の一つと認識されている。  

厚生労働省では ,  平成 23 年の腸管出血性大腸菌を原因とする食中毒事例を機に牛や

豚等の食肉の衛生管理を強化し，平成 2 4 年 7 月，平成 27 年 6 月に牛レバーと豚肉の

生食を禁止した。特に豚肉の生食はリスクが高く，サルモネラ属菌や大腸菌のほか

HE V の汚染が知られている。HE V 等のリスク低減策は食肉の内部まで加熱すること

が有効であるが，十分に周知徹底されていない可能性もある。また，県内の肥育豚の

HE V 保有状況が掴めていない。  

近年，国内では獣害による農作物の被害が増大し，対策として計画的にイノシシやシ

カなどの有害鳥獣を駆除している。駆除したイノシシやシカの肉はジビエとして注目を

集めており，厚生労働省のホームページでは，これらの肉による E 型肝炎や腸管出血

性大腸菌の食中毒リスクを避けるため，十分に加熱するよう注意を促している。県内に

おいても，平成 20 年から害獣の駆除を計画的に実施しており，ここ数年駆除頭数は増

加傾向にある。宮城県では，現在原発事故の影響によりイノシシ及びシカ肉は出荷制限

されているが，全国的にはジビエを消費者が喫食する機会が増えていることからも，将

来の出荷制限の解除に備えて本県のイノシシやシカにおける HE V の現状を把握する必

要がある。  

当センターはウイルス研究を実施できる数少ない機関であるため HE V に焦点を絞

り，厚生労働省通知や食肉の有効活用等の社会的関心が増している豚及びイノシシやシ

カを対象とした HE V 侵淫状況を明らかにすることの重要性は高いと考えられる。この

調査で得られた結果を基に HE V の危険性を県民に啓発し，健康被害を防止することを

目的に研究を実施する。  

 

 

 

 

 



 

 

 2 

(2) 研究計画  

・平成２８年度  

と畜場に搬入された豚及び県内に生息するイノシシ，シカの肝臓等  約 1 00 件から

HE V 遺伝子検出を試み，県内の HE V 分布状況を確認するとともに，検出された

HE V 遺伝子の塩基配列を解析して国内の他の地域で検出された株と分子疫学的に比

較する。  

・平成２９年度  

平成２８年度と同様の調査を実施し，過去 2 ヵ年分の調査結果をまとめて学会で報

告する。  

 

 (3) 期待される成果と波及効果   

豚，イノシシ及びシカの HE V 侵淫状況を把握し，食肉を適切に加熱することや解

体時の感染予防など一般消費者，食肉関係者及び狩猟者に注意を促し，食品媒介疾病

発生予防に資する。  

 

(4) 使用する主な分析機器  

冷却遠心器，サーマルサイクラー，シークエンサー，電気泳動装置  

 

 

２ 県の施策体系と研究課題との関連  

(1)  施策体系   

・平成２７年度宮城県食品衛生監視指導計画  

  第２ 重点取組  

     １ 食中毒予防対策  

 

(2)  施策と研究課題との関連  

県内の肥育豚及び野生動物の HE V 侵淫状況を明らかにすることで，保健所にお

ける衛生指導や講習会の科学的根拠，ならびに一般消費者や食肉関係者及び狩猟者

への注意喚起を促す資料として有用である。また，検出された HE V 遺伝子解析を

実施することで，今後起こりうる事例の原因究明に対する有効な情報となる。本研

究で得られた情報を県民及び医療機関等に還元することにより，食品媒介感染症の

発生予防に関する知識の普及・啓発に役立つ。  

 

(3)  担当課名  

 食と暮らしの安全対策課  
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３ 従事時間割合   

 
業務全体に占める当該研究の従事割合（％）  

（従事日数（日／年））  

研究代表者  

部・氏名  
微生物部 佐々木 美江      ２０％ （ ５１日／年）  

共同研究者  

部・氏名  

微生物部 木村 俊介       ８％ （ ２０日／年）  

微生物部 鈴木 優子       ８％ （ ２０日／年）  

微生物部 菅原 直子      １０％ （ ２５日／年）  

微生物部 植木 洋      １０％ （ ２５日／年）  

当該研究に必要な延べ従事日数  

（人・日／年）  
１４１人・日／年  

 

４ 関係文献・資料等 

関係文献・  

資料名  

植木洋ほか，宮城県保健環境センター年報， 23，4 0 -4 2，20 05  

石橋哲也ほか，福岡県保健環境研究所年報， 35，9 0 -9 2，20 08  

沖村容子ほか，第 16 回地域保健福祉研究助成報告書，15 - 17，2 0 11  

原田誠也ほか， IA S R，3 5，9 - 1 0，20 14  

E 型肝炎  20 05～2 01 3 年， I A SR，35，1 - 2，20 14  

 

５ 添付資料  

  別紙のとおり  
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（別紙）実験フロー図  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 型肝炎ウイルス遺伝子などの

検出  

野生動物  

シークエンス（遺伝子解析）  遺伝子疫学分析  

肝臓など  

国内近縁種との比較など→地域性あり？なし？  

豚  
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様式 ２の（１）  

課題評価自己評価票（事前評価） 

整 理 番 号  １  研 究 課 題 名  
野生動物及び豚の E 型肝炎ウイルス侵淫状況

とリスク評価  

担 当 部 名  微生物部  担当部長名  渡邉 節  

研 究 代 表

者 氏 名  
佐々木 美江  研 究 期 間  平成２８～２９年度  

 

Ⅰ 項目別評価  

評  価  項  目  評 価  評  価  内  容  

１ 課題の重要性 
・保健衛生・環境保全の推進に寄
与できるか 

・保健衛生・環境保全施策に対応
できるか 

・優先的または緊急な課題として
実施すべきか 

4  
( 4 .1 )  

HE V 等による食中毒リスクを考慮した厚生
労働省通知など，近年，豚や野生動物を介した
食中毒に注目が集まっている。  
県内の HE V 汚染実態に係る直近のデータは
なく，県民の健康被害を未然に防ぐためには現
在の HE V 侵淫状況を把握し，県民に対して食
中毒リスクについて啓発することが重要であ
る。本調査はこのことを鑑み実施する。  

２ 課題を県が行う必要性 
・県が行わなければならない課題
か 

・県が果たす役割は大きいか 
・県の検査・研究機関としての責
務を遂行する上で必要とする技
術・能力が得られるか 

4  
( 3 .9 )  

県内でも食肉やレバーの生食を原因とする食
中毒が報告されており，食品衛生法に則り食中
毒予防対策を講じる上で必要な調査である。  
また，本調査で実施する手法は，臓器からの
遺伝子抽出と検出やシークエンスによる遺伝子
解析など他の検査にも広く応用可能である。  

３ 計画の妥当性 
・研究目標の設定は適切か 
・研究方法は適切か 
・研究期間は適切か 

4  
( 3 .6 )  

厚生労働省通知やジビエに対する社会的注目
度を考慮し，豚や野生動物の HE V 侵淫状況を
調査することは必要であると考える。  
過去の調査での検出率を考慮すると単年度で
の実施は困難であり，2 年が妥当と考える。  

４ 計画の先見性・独創性 
・研究計画や研究手法に県の研究
機関としての先見性・独創性が
あるか 

3  
( 3 .4 )  

本県では平成 21 年以降，野生動物等におけ
る HE V 調査は実施されていない。ウイルス性
食中毒は広域化しており，その際に検出された
ウイルス遺伝子の分子疫学的解析データは汚染
源の特定，汚染ルートの解明に有用であり，先
見性の高い調査であると考える。  
本調査を実施し，検出された HE V 遺伝子解
析を実施することで，今後起こりうる事例の原
因究明に対する有効な情報となる。  

５ 研究資源の妥当性 
・研究費，研究員の配置，使用す
る機器類等が研究を遂行するの
に適切か 

4  
( 3 .6 )  

研究費は，検体確保及び遺伝子解析に係る試
薬の購入等に必要な額を要求している。また，
業務で使用している機器を利用できるため，コ
ストを抑えることが可能である。  

６ 成果及びその波及効果 
・保健衛生・環境保全施策への寄
与及び波及効果はあるか 

4  
( 3 .9 )  

本調査は，保健所における衛生指導や講習会
の科学的根拠ならびに一般消費者や食肉関係者
及び狩猟者への注意喚起を促す資料にすること
ができる。  

評 価 基 準  ５：高い ４：やや高い ３：普通  ２：やや低い  １：低い  

 

Ⅱ 自己評価  

豚肉，豚肝臓及び野生鳥獣肉を原因とする E 型肝炎の発生事例が報告されているが，
県内ではこれら動物の E 型肝炎ウイルスの浸淫状況は明らかではない。これらを調査し
把握することは，一般消費者，食肉関係者及び狩猟者に対し感染防御の注意喚起を促す際
の科学的根拠となる。また，昨今ジビエとして注目を集めるイノシシ等野生鳥獣肉の衛生
管理を検討する上での基礎資料としても有用である。  
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様式 １の（１）  

課題評価調書（事前評価）  

平成２７年９月１５日  

評 価 の 種 類 事前評価   

整 理 番 号 ２  研究課題名  
機器分析法による下痢性貝毒の分析法の確立と

適応性の検証  

研 究 分 野 
①食品衛生，生活衛生の安
全対策に関する研究  

研 究 区 分  経常研究  

担 当 部 名 生活化学部  
研究代表者  

氏  名  
千葉 美子  

計 画 立 案 

課室・公所名 
保健環境センター  

共 同 研 究 機

関・協力機関 

 
研究期間 平成２８～２９年度  

所 要 見 込 額 

（千円）  

総 額  

1 ,2 67  

平成２８年度 

66 1  

平成２９年度 

60 6  
  

 

１ 研究目的・計画等  

(1) 研究目的・背景  

 貝毒については，昭和 55 年 7 月 1 日付け環乳第 29 号「麻痺性貝毒により毒化した

貝類の取扱いについて」により規制値が定められており，従来から麻痺性・下痢性貝

毒の分析は，マウス毒性試験法により行われてきたが，近年の国際的な流れにより，

平成 2 7 年 3 月 6 日付け食安発 0 30 6 第 1 号「麻痺性貝毒等により毒化した貝類の取

扱いについて」によ り，下痢性 貝毒の分 析に機器分析法が導 入され，規制値が

0 .0 5M U / g（マウスユニット）から 0 .1 6 mg OA 当量 / k g（オカダ酸当量）へ変更され

た。  

 機器分析法では，マウス毒性試験法の約 1 / 10～1 /2 0 の毒力が定量下限値に設定で

きるほか，マウス毒性試験では試験溶液接種後 2 4 時間で結果判定となるが，機器分

析法では，当日中に検査結果が判明するなど，迅速性も兼ね備えている。  

 機器分析法によるオカダ酸群分析については，前述の国の通知に分析操作例が示さ

れているが，国は，この操作例は例示であり，実際の分析にあたっては各検査機関に

おいて具体的な操作法の検討を行い，性能評価基準を満たす方法で実施するよう求め

ており，当所に先行して分析法の検討を実施している他の地方衛生研究所から，操作

例に則って実施しても性能評価基準を満たさないという事例も報告されている。  

機器分析の導入にあたっては，以下の問題点を解決して分析法を確立する必要があ

る。  

・マトリックスの影響の除去  

・最適な精製用固相ミニカラムの選定  

・LC /M S / M S における移動相など最適条件の設定  

・貝の体内でエステル化した毒素成分を効率良く加水分解できる操作方法の選定  

 

 また，当所は行政処分等を伴う際に重要な科学的根拠となる検査を担う公的検査機

関であり，特に信頼性の高い正確な検査結果が求められるため，分析法の確立には詳

細な調査検討を重ねる必要がある。  

 

本研究では，国が示した分析操作例を基本にして，当所が有する分析機器を用い

た，信頼性の高い下痢性貝毒の機器分析法を確立し，下痢性貝毒の検査体制の整備を

図ることを目的として実施する。  
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(2) 研究計画  

・平成 28 年度  

下痢性貝毒が検出され問題となっているのは，北海道・東北地方の海域ではホタテ

ガイが主となっていることから，対象をホタテガイとする。（ホタテガイが毒化しな

い場合は，他の二枚貝に変更することも検討する。）  

機器分析のハード面として LC / M S / M S の条件検討を実施し，最適条件を設定す

る。貝からの毒素の抽出効率及び抽出物の精製方法を検討した後，定量下限値・検出

下限値を設定し，検討した分析法について性能評価を実施する。  

ただし，性能評価は標準品の添加回収試験に基づいて実施するため，天然に毒化し

た貝の生態代謝によりエステル化合物となった毒成分が分析に及ぼす影響まで評価す

ることはできない。検討した分析法が，低濃度から高濃度まで毒化した貝にも適応可

能であることを確認するため，毒化した貝を対象に検討を進める。  

下痢性貝 毒が発 生し た海 域の ホタテ ガイ を買い上 げ ，マ トリ ックスの 影響や

LC /M S / M S の条件面などから適応性を確認する。対象とする貝の毒化状況について

は，マウス毒性試験との比較により確認する。 2 法により下痢性貝毒の分析を行うこ

とで，マウスアッセイで定量下限値未満となる低濃度の下痢性貝毒を，機器分析法に

より検出，数値化し毒力値を比較する。  

 

・平成 29 年度 

 東北地方での下痢性貝毒発生時期は 4 月～8 月であるため，毒化した貝の入手頻度

が制限される。また，毒化の頻度や強弱も自然に依るところが大きいため，余裕をも

って検体数を確保する必要がある。入手した毒化状況の異なるホタテガイを対象に，

下痢性貝毒の機器分析法を確立する。  

 

(3) 期待される成果と波及効果  

 下痢性貝毒認証標準品の供給体制が整うと見込まれる 2～3 年後を見据え，性能評

価基準を満たした機器分析を確立し，検査実施標準作業書を作成する。  

 分析法を確立することで下痢性貝毒の検査体制が整い，食中毒発生時等に迅速に対

応できる。また，ホタテガイ以外の貝類の検査にも当該分析法が応用できることか

ら，カキやアサリ等の分析法の早期確立が可能となる。  

 

(4) 使用する主な分析機器  

 液体クロマトグラフ -タンデム型質量分析装置（L C /M S / M S）  

 

 

２ 県の施策体系と研究課題との関連  

(1)  施策体系  

 食の安全安心確保対策の推進―食品安全対策の推進―食品の衛生対策―食中毒防止

総合対策事業  

 

(2)  施策と研究課題との関連  

 本研究の結果より，下痢性貝毒の機器分析法による検査が可能となる。流通品等の

収去検査にも対応できるようになり，食中毒の未然防止に繋がると見込まれる。  

 

(3)  担当課名 

 食と暮らしの安全推進課  
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３ 従事時間割合   

 
業務全体に占める当該研究の従事割合（％）  

（従事日数（日／年））  

研究代表者  

部・氏名  
生活化学部 千葉 美子       ２０％ （ ５０日／年）  

共同研究者  

部・氏名  

生活化学部 佐藤 智子       １０％ （ ２５日／年）  

生活化学部 佐藤 由紀       １０％ （ ２５日／年）  

生活化学部 大内 亜沙子        ４％ （ １０日／年）  

  

当該研究に必要な延べ従事日数  

（人・日／年）  
１１０人・日／年  

 

４ 関係文献・資料等 

関係文献・  

資料名  

1 )  麻痺性貝毒等に毒化した貝類の取扱いについて，食安発 0 30 6 号第

2 号，平成 27 年 3 月 6 日  

2 )  下痢性貝毒（オカダ酸群）の検査について，食安基発 03 0 6 第 4

号，平成 27 年 3 月 6 日  

3 )  薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会議事録，

20 13 年 8 月 2 日  

4 )  二枚貝等の貝毒のリスク管理に関するガイドラインの制定につい

て，26 消安第 6 112 号，平成 27 年 3 月 6 日  

 

５ 添付資料  

なし  
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様式 ２の（１）  

課題評価自己評価票（事前評価） 

整 理 番 号  ２  研 究 課 題 名  
機器分析法による下痢性貝毒の分析法の確立

と適応性の検証  

担 当 部 名  生活化学部  担当部長名  高橋 美保  

研 究 代 表

者 氏 名  
千葉 美子  研 究 期 間  平成２８～２９年度  

 

Ⅰ 項目別評価  

評  価  項  目  評 価  評  価  内  容  

１ 課題の重要性 
・保健衛生・環境保全の推進に寄
与できるか 

・保健衛生・環境保全施策に対応
できるか 

・優先的または緊急な課題として
実施すべきか 

４  
( 4 .0 )  

下痢性貝毒の検査については，従来のマウス毒性
試験から機器分析法に変更された。  

下痢性貝毒認証標準品の安定供給体制が整う 2～ 3

年後に，マウス毒性試験法の廃止が決定している
が，マウス毒性試験法において食品衛生法の規制値
を超える値を検出した場合は，機器分析法による確
認検査が必要となることから，機器分析法の確立は
緊急性をもった課題である。  

２ 課題を県が行う必要性 
・県が行わなければならない課題
か 

・県が果たす役割は大きいか 
・県の検査・研究機関としての責
務を遂行する上で必要とする技
術・能力が得られるか 

４  
( 4 .3 )  

県内に流通する二枚貝の下痢性貝毒について，行
政検査を実施できる体制づくりは必須である。  

機器分析法では，マウス毒性試験法よりはるかに
低濃度の毒素検出が可能となるほか，検査の迅速性
も確保され，食中毒発生時等の緊急時にも対応可能
となる。  

他の地方衛生研究所でも分析法の確立に苦労して
いる状況下においては，県の研究機関として，当然
必要となる技術であると思われる。  

３ 計画の妥当性 
・研究目標の設定は適切か 
・研究方法は適切か 
・研究期間は適切か ４  

( 3 .7 )  

目標は，汎用性のある機器分析法の確立であるこ
とから，性能評価試験による分析法の検討のみなら
ず，天然に毒化した貝を対象として加えることで，
より信頼性の高い分析法が確立できる。  

オカダ酸群の認証標準品が，安定して供給される
までの期間として考えている。また，下痢性貝毒の
毒化時期が春～夏に限定されるため， 2 ヶ年の計画と
した。  

４ 計画の先見性・独創性 
・研究計画や研究手法に県の研究
機関としての先見性・独創性が
あるか 

４  
( 3 .6 )  

研究テーマとして，下痢性貝毒の機器分析法の確
立とした場合は，先見性はないと思われるが，毒化
した貝類も対象として検討している機関は，全国的
にも少なく，養殖海域を有する水産県でしかできな
い研究である。  

５ 研究資源の妥当性 
・研究費，研究員の配置，使用す
る機器類等が研究を遂行するの
に適切か 

４  
( 3 .7 )  

研究費は，調査に必要な二枚貝，下痢性貝毒認証
標準品の購入及びマウス毒性試験に必要な額を要求
している。  

また，使用する検査機器類は，常時検査等で業務
に使用しているものが利用可能である。  

６ 成果及びその波及効果 
・保健衛生・環境保全施策への寄
与及び波及効果はあるか 

４  
( 4 .1 )  

機器分析法を確立することで下痢性貝毒の検査体
制が整い，食中毒発生時等に迅速に対応できる。  

また，流通食品の収去検査にも対応可能となり，
食中毒の未然防止に繋がることが見込まれる。  

評 価 基 準  ５：高い ４：やや高い ３：普通  ２：やや低い  １：低い  

 

Ⅱ 自己評価  

当該調査研究により下痢性貝毒の機器分析法を確立することで，国の試験法改正への対
応が可能となる。また，従来のマウス毒性試験と比較し，定量下限値を低く設定すること
が可能であり，かつ迅速性も兼ね備えている機器分析法を導入することにより，本県にお
ける貝類の監視の強化及び食の安全確保に貢献できる。  
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様式 １の（１）  

課題評価調書（事前評価）  

平成２７年９月１５日  

評 価 の 種 類 事前評価   

整 理 番 号 ３  研究課題名  
宮城県における P M2 . 5 中のレボグルコサンの

解析  

研 究 分 野 
③地球環境，地域環境の総
合的管理に関する研究  

研 究 区 分  経常研究  

担 当 部 名 大気環境部  
研究代表者  

氏  名  
佐藤 郁子  

計 画 立 案 

課室・公所名 
保健環境センター  

共 同 研 究 機

関・協力機関 

 
研究期間 平成２８～３０年度  

所 要 見 込 額 

（千円）  

総 額  

1 ,1 95  

平成２８年度 

44 7  

平成２９年度 

37 4  

平成３０年度 

37 4  
 

 

１ 研究目的・計画等 

(1) 研究目的・背景  

微小粒子状物質（P M 2 .5）は粒径 2 . 5μm 以下の微小粒子で肺の奥深くに達しやす

く，様々な有害成分が含まれることから，喘息，気管支炎の悪化や肺がんなどの健康

影響が懸念されている。  

環境省は，平成２１年９月に大気環境基準を定め，併せて P M2 . 5 の質量濃度測定

体制の整備を各地方自治体に求めている。  

さらに，PM 2 . 5 及びその前駆物質の挙動等に関する知見が十分でないことから，効

果的な微小粒子状物質対策の検討のため，P M2 . 5 の成分分析の実施についても求めて

いる。  

同省においては，同２３年７月に P M2 . 5 成分分析ガイドラインを策定し，その中

で，少なくともイオン成分，無機元素成分及び炭素成分については，調査を実施する

ことが重要としている。  

また，同２６年７月には，測定マニュアルが改訂され二次生成粒子の指標とされる

水溶性有機炭素成分測定法及びバイオマス燃焼の指標とされるレボグルコサンの測定

法等が追加されている。  

本県では，同２３年度から大気測定局に自動測定機を設置し PM 2 . 5 の質量濃度連

続測定を実施している。  

その後，PM 2 .5 成分分析ガイドラインの策定を受け，同２４年度からはイオン成

分，無機元素成分及び炭素成分の分析を実施している。  

成分分析試料の採取は，自動測定を実施している２局で実施しており，１か所は，

住宅街に設置している石巻一般環境大気測定局，もう１か所は国道沿線に設置してい

る名取自動車排出ガス測定局である。  

これまでの成分分析の結果では，イオン成分の比率が最も高く，次いで，炭素成分

の比率が高いことがわかったが，炭素成分については，その起源を解明するために

は，さらに詳しくその組成を調べる必要がある。  

このことから，同２４年度から２６年度までの３年間で，二次生成粒子の指標とさ

れる水溶性有機炭素及び一次生成粒子に含まれる多環芳香族炭化水素類の調査を実施

している。  

この調査では，有機炭素の約７割を水溶性有機炭素が占める一方，一次生成粒子の

多環芳香族炭化水素類の比率はかなり小さい状況であった。  
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このことから，従来の成分分析に加え炭素成分の多くを占める水溶性有機炭素の１

つであり，バイオマス燃焼時に発生する１次生成粒子のレボグルコサンの分析を行う

ことにより，さらに詳しく PM 2 . 5 の成分組成を調査し，発生源毎の寄与割合を把握

するものである。  

また，石巻地区に新設される石炭・バイオマス混焼火力発電施設が稼働するタイミ

ングで測定を実施し，同施設周辺地域への影響の有無を調査する。  

 

(2) 研究計画  

・平成２８年度  

・PM 2 .5 中レボグルコサンの分析法について詳細な測定条件等を検討する。  

・名取自動車排出ガス測定局及び石巻一般環境大気測定局において PM2.5 成分分析

用試料採取を２週間連続で年４回行い，質量濃度，イオン成分，無機元素成分，炭

素成分及び水溶性有機炭素等の測定を行う。  

・その他に，越境汚染等による高濃度汚染が予想される際に，試料採取を行い同様の

分析を行うことにより，越境汚染等の影響を評価する。 

・平成２９年度 

・名取自動車排出ガス測定局及び石巻一般環境大気測定局において PM 2 . 5 成分分析

用試料採取を２週間連続で年４回行い，質量濃度，イオン成分，無機元素成分，炭

素成分及び水溶性有機炭素等の測定を行う。  

・上記地点の試料についてレボグルコサンの測定を行うとともに，成分分析結果から

得られたバイオマス燃焼に関連する物質の挙動等について解析を行う。  

・火力発電所設置予定地周辺地域において P M2 . 5 成分分析用試料を採取し，レボグ

ルコサン等の測定を実施し，同発電所稼働前の状況を把握する。  

・平成３０年度 

・平成２９年度と同様に名取自動車排出ガス測定局及び石巻一般環境大気測定局にお

いて試料を採取し，測定を行う。  

・火力発電施設稼働後，平成２９年度に実施した場所で試料を採取し，PM 2 . 5 中レ

ボグルコサン等の測定を行い，その影響の有無を調査する。  

 

 (3) 期待される成果と波及効果   

環境省がまとめた平成２５年度全国大気汚染状況によれば，P M2 . 5 の環境基準達

成率は，一般環境大気測定局 16 . 1 %，自動車排出ガス測定局 13 . 3%で，ほとんど環

境基準を達成していない状況であることから，同省では，P M2 . 5 に関する総合的な

取り組みを実施し，現象解明を進めるとともに，今後必要な対策を検討していくとし

ている。  

宮城県においても，バイオマス起源の影響など PM 2 . 5 の汚染実態を詳細に調査す

ることにより，粒子状物質全体の削減対策等に貢献できると考えられる。  

 

(4) 使用する主な分析機器  

分析機器：イオンクロマトグラフ装置，誘導結合プラズマ質量分析装置，炭素成分

分析装置，ガスクロマトグラフ質量分析計，液体クロマトグラフィー質

量分析計等  

 

 

 

２ 県の施策体系と研究課題との関連  

(1)  施策体系  

■宮城県環境基本計画  

  ○安全で良好な生活環境の確保  

   ・大気環境の保全  

     安全な大気環境の保全，さわやかな大気環境の保全  
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(2)  施策と研究課題との関連  

環境省では，微小粒子状物質の暴露による呼吸器疾患等の健康影響について，公

衆衛生の観点から，これらの健康リスクの低減を図り，さらなる健康の保護を目指

すため環境基準を設けた（平成 21 年 9 月）。これにより大気汚染常時監視に係る

事務処理基準において PM 2 .5 の自動測定機による測定及び成分分析について規定

され，全国の都道府県ではそのモニタリングの体制整備が進められている。  

本県では，自動測定機を段階的に整備し質量濃度の連続測定を実施するととも

に，成分分析について平成 2 4 年度から質量濃度，イオン成分，無機元素成分及び

炭素成分の測定を行ってきたが，これらの成分以外の物質についても詳細に調査を

行うことは P M2 . 5 削減対策の基礎資料となるものである。  

 

(3)  担当課名 

  環境対策課  

 

 

３ 従事時間割合   

 
業務全体に占める当該研究の従事割合（％）  

（従事日数（日／年））  

研究代表者  

部・氏名  
大気環境部 佐藤 郁子       ８％ （ ２０日／年）  

共同研究者  

部・氏名  

大気環境部 佐久間 隆       ４％ （ １０日／年）  

大気環境部 佐藤 由美       ４％ （ １０日／年）  

大気環境部 坂本 功       ３％ （  ７日／年）  

大気環境部 日野 栞       ４％ （ １０日／年）  

当該研究に必要な延べ従事日数  

（人・日／年）  
 ５７人・日／年  

 

４ 関係文献・資料等 

関係文献・  

資料名  

1 )  環境省水・大気環境局長通知，「大気汚染防止法第 22 条の規定に

基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準」の一

部改正について（20 1 0）  

2 )  環境省水・大気環境局大気環境課長，自動車環境対策課長通知，大

気中微小粒子状物質（PM2 . 5）成分測定マニュアルの策定について

（2 01 2）  

3 )  中桐未知代ら，岡山県環境保健センター年報，36，9 - 16（2 0 12）  

4 )  東京都微小粒子状物質検討会研究成果最終報告書，「PM 2 . 5 等のレ

ボグルコサン分析に関する研究」  

 

５ 添付資料  

別添のとおり  
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様式 ２の（１）  

課題評価自己評価票（事前評価） 

整 理 番 号  ３  研 究 課 題 名  
宮城県における P M2 . 5 中のレボグルコサンの

解析  

担 当 部 名  大気環境部  担当部長名  安藤 孝志  

研 究 代 表

者 氏 名  
佐藤 郁子  研 究 期 間  平成２８～３０年度  

 

Ⅰ 項目別評価  

評  価  項  目  評 価  評  価  内  容  

１ 課題の重要性 

・保健衛生・環境保全の推進に寄

与できるか 

・保健衛生・環境保全施策に対応

できるか 

・優先的または緊急な課題として

実施すべきか 

4  

( 3 .7 )  

これまでに実施してきた PM 2 .5 の成分分析

及び現在実施している調査研究に加え，P M  

2 .5 に含まれる炭素成分の構成成分解析を進め

るもので，P M2 . 5 対策の基礎資料となるもの

である。  

２ 課題を県が行う必要性 

・県が行わなければならない課題

か 

・県が果たす役割は大きいか 

・県の検査・研究機関としての責

務を遂行する上で必要とする技

術・能力が得られるか 

4  

( 3 .6 )  

 大気汚染防止法に基づき実施している P M  

2 .5 の成分分析に加え，PM 2 .5 の構成成分解

析を進めるもので，P M2 .5 対策として必要な

研究である。  

また，本研究によりバイオマス燃焼の指標と

なる成分の分析を行うことは分析技術の向上に

もつながる。  

３ 計画の妥当性 

・研究目標の設定は適切か 

・研究方法は適切か 

・研究期間は適切か 

3  

( 3 .3 )  

 初年度は汚染実態調査を行うとともに，レボ

グルコサンの分析法を検討し，次年度から測定

を実施するとともに，次年度から最終年度にか

けて石炭・バイオマス混焼火力発電施設稼働前

後の周辺状況を調査するものであり，研究期間

等は概ね適切である。  

４ 計画の先見性・独創性 

・研究計画や研究手法に県の研究

機関としての先見性・独創性が

あるか 

3  

( 3 .1 )  

事業に伴う実態調査だけでは先見性・独創性

に乏しいと考えられるが，バイオマス燃焼指標

成分等の分析を行い発生源の解明等を行うこと

は，研究機関として先見性がある。  

５ 研究資源の妥当性 

・研究費，研究員の配置，使用す

る機器類等が研究を遂行するの

に適切か 

3  

( 3 .3 )  

研究費，研究員の配置は概ね適切である。分析

は，既存の分析機器類で実施可能である。  

６ 成果及びその波及効果 

・保健衛生・環境保全施策への寄

与及び波及効果はあるか 

3  

( 3 .4 )  

PM2 . 5 汚染実態及び構成成分を詳細に把握

していくことは，より効果的な低減対策をとる

ための基礎資料となり，粒子状物質全体の削減

対策に寄与できる。  

評 価 基 準  ５：高い ４：やや高い ３：普通  ２：やや低い  １：低い  

 

Ⅱ 自己評価  

これまでに実施してきた成分分析に加え，バイオマス燃焼指標成分の分析を進めること

は，今後の発生源対策を検討する上で重要な基礎資料が得られると期待される。また，バ

イオマス発電所の影響の有無を把握する上でも重要な調査である。  
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様式 １の（１）  

課題評価調書（事前評価） 

平成２７年９月１５日  

評 価 の 種 類 事前評価   

整 理 番 号 ４  研究課題名  
底層溶存酸素量に係る湖沼への類型指定適用の

検討  

研 究 分 野 
③地球環境，地域環境の総
合的管理に関する研究  

研 究 区 分  経常研究  

担 当 部 名 水環境部  
研究代表者  

氏  名  
千葉 文博  

計 画 立 案 

課室・公所名 
保健環境センター  

共 同 研 究 機

関・協力機関 
大崎広域水道事務所  研究期間 平成２８～２９年度  

所 要 見 込 額 

（千円）  

総 額  

98 0  

平成２８年度 

53 0  

平成２９年度 

45 0  

平成  年度 

 
 

 

１ 研究目的・計画等  

(1) 研究目的・背景  

 公共用水域における水質改善については，従来 C O D や全窒素・全燐などを指標とし

て環境基準を設定し，水域ごとに類型のあてはめを行い，目標値を設定し，各種施策を

実施し取り組みを行ってきた。  

 しかし，これらの指標は生物の生息環境が良好であるかを判断するには必ずしも適当

ではないとの指摘があり，環境省ではこれまで「亜鉛」「ノニルフェノール」「直鎖ア

ルキルベンゼンスルホン酸 (LA S)」を水生生物の生息状況の適応性の環境基準として

設定してきたが，今回，さらに閉鎖性水域（閉鎖性海域及び湖沼）の「底層溶存酸素量

(底層 DO)」の環境基準の追加を検討している。  

 底層 D O は，水生生物の生息を健全に保つための重要な要素であり，またその確保に

より当該水域における硫化水素や青潮，赤潮，アオコなどの発生の抑制も図れるものと

されている。  

 当所では，将来的に底層 D O の環境基準が設定されたときに閉鎖性水域への類型あて

はめの資料とするため，平成 26 年度と 2 7 年度に閉鎖性海域の調査を行っており，平

成 28 年度と 29 年度は，湖沼の調査を行うものである。  

 

(2) 研究計画  

 環境省での検討状況を踏まえ，湖沼への底層 D O の類型指定の手順を見越し，概ね次

の文献等調査及び現地調査を行う。  

 なお，今回の調査の対象は既に C O D 等の生活環境項目の類型指定を行っている次の

12 湖沼とする。  

 「栗駒ダム」「花山ダム」「鳴子ダム」「漆沢ダム」「釜房ダム」「樽水ダム」「伊

豆沼」「長沼」「大倉ダム」「七北田ダム」「南川ダム」「七ヶ宿ダム」  

 

・平成２８年度  

水域特性等の調査  

①水域の特性の情報整理（文献及び聞き取り）  

  ②水生生物の生息状況等の把握（文献及び聞き取り）  

  ③水生生物の保全対象種の選定  

  ④保全対象範囲等の把握  

   ・保全対象種の保全対象範囲（生息段階，再生産段階）  



整理番号４ 底層溶存酸素量に係る湖沼への類型指定適用の検討 

 

 20 

   ・設定除外範囲  

・平成２８～２９年度 

現地調査による現況値の把握  

  ①水域特性等により特徴的な湖沼（ 2～ 3）について，湖内面積を考慮した上でメ

ッシュにより調査地点を選定し，多項目水質計を用いて現地調査を実施し，現況

値を把握し，さらに解析ソフトを用いて D O の分布図等を作成する。  

（調査項目：表 1）  

  ②また，底層 D O が低い場合の利水障害等の発生を把握するため，湖内の複数の地

点について季節毎に上・中・下層の採水を行い，季節変動や層別の水質の変動を

把握する。（調査項目：表 2） 

 

  表 1 多項目水質計による調査項目  

D O  p H  ch l -a  E C  OR P  水深  濁度  水温  

 

表 2 採水による分析項目  

N O 3 - N  N O 2 - N  N H 4 - N  P O 4 - P  T-N  T- P  全鉄  全マンガン  

C O D  S S  

 

 

＜参考１：分布図および水質グラフ（海域 (志津川湾・気仙沼湾)）における作成例＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考２：湖沼（漆沢ダム）の諸元例＞  
 

型式  中央コア型ロックフィルダム  湛水面積  0 .8 3  k m 2  

堤高  80 . 0  m  総貯水量  18 , 00 0  k m 3  

堤頂長  31 0 .0  m  有効貯水量  16 , 00 0  k m 3  

 

 

 
漆沢ダム 全景  
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(3) 期待される成果と活用策  

  湖沼への底層 D O 類型あてはめのための基本データが得られることから，環境基準

が設定された場合，類型あてはめへの検討資料として活用されることが期待される。  

  また，D O の分布図や窒素・燐・鉄・マンガン等の水質データについては湖沼の水

質保全対策に資するものである。  

 

(4) 使用する主な分析機器  

多項目水質計，オートアナライザー ( S WA AT )， IC P -A E S  

 

 

２ 県の施策体系と研究課題との関連  

(1) 施策体系  

■宮城県環境基本計画  

○安全で良好な生活環境の確保  

・水環境の保全  

安全な水環境の保全，清らかな水環境の保全，健全な水環境の保全  

 

(2) 施策と研究課題との関連  

底層溶存酸素量類型あてはめは，「水環境の保全」に直接関わる施策であり，水生

生物の生息環境保全や安全安心な水環境の保全に寄与するものである。  

 

(3) 担当課名  

環境対策課  

 

 

３ 従事時間割合   

 
業務全体に占める当該研究の従事割合（％）  

（従事日数（日／年））  

研究代表者  

部・氏名  
水環境部 千葉 文博        ８％ （ ２０日／年）  

共同研究者  

部・氏名  

水環境部 佐藤 千鶴子        ４％ （ １０日／年）  

水環境部 三品 道子  ４％ （ １０日／年）  

水環境部 小島 秀行        ７％ （ １０日／年）  

水環境部 福地 信一        ７％ （ １０日／年）  

  

当該研究に必要な延べ従事日数  

（人・日／年）  
６０人・日／年  
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４ 関係文献・資料等  

関係文献・  

資料名  

・貧酸素水塊の形成機構と生物への影響評価に関する研究  

国立環境研究所特別研究報告 (平成 19～21 年度 )  

 

・貧酸素水塊の形成および貧酸素の生物影響に関する文献調査  

海生研研報 (第 15 号  2 01 2 )  

 

・下層溶存酸素及び透明度の環境基準に係る検討の背景  

環境省  

 

 

 

５ 添付資料  

別添のとおり  
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様式 ２の（１）  

課題評価自己評価票（事前評価） 

整 理 番 号  ４  研 究 課 題 名  
底層溶存酸素量に係る湖沼への類型指定適用の

検討  

担 当 部 名  水環境部  担 当 部 長 名  佐藤 重人  

研 究 代 表

者 氏 名  
千葉 文博  研 究 期 間  平成２８～２９年度  

 
Ⅰ 項目別評価  

評  価  項  目  評 価  評  価  内  容  

１ 課題の重要性 
・保健衛生・環境保全の推進に寄与
できるか 

・保健衛生・環境保全施策に対応で
きるか 

・優先的または緊急な課題として実
施すべきか 

4  
( 3 .9 )  

底層溶存酸素量は水生生物の生息を健全に保
つ上で重要な要素である。現在，環境省におい
て環境基準化の検討を行っており，近い将来に
は基準化される見通しである。  

底層溶存酸素量の把握は，類型指定適用時に
必要となる重要なデータであり，将来的に類型
指定を行うためにも重要な課題であると考えて
いる。  

２ 課題を県が行う必要性 
・県が行わなければならない課題か 
・県が果たす役割は大きいか 
・県の検査・研究機関としての責務
を遂行する上で必要とする技術・
能力が得られるか 

4  
( 4 .0 )  

類型指定は県が行うものであり，それに付随
する内容である当研究も県が行うものであると
考える。  
また，県内における湖沼の水質保全対策は県が
行うものであり，当研究で得られる窒素・リ
ン・鉄・マンガン等の水質データを活用するこ
とで対策に資することができると考えられる。  

３ 計画の妥当性 
・研究目標の設定は適切か 
・研究方法は適切か 
・研究期間は適切か 

4  
( 3 .7 )  

近い将来，底層溶存酸素量は環境基準化され
る見通しのものであること，環境省において検
討している類型指定の手順に沿って調査を行う
ものであることから，目標設定および方法，期
間は適切であると考える。  

４ 計画の先見性・独創性 
・研究計画や研究手法に県の研究機
関としての先見性・独創性がある
か 

3  
( 3 .0 )  

新規環境基準項目となる予定の底層溶存酸素
量について，その現況を事前に把握することに
より，類型指定適用の基礎データとするもので
あり，先見性があるものと考えられる。  
 また，分布図を用いることで湖内の溶存酸素
状態をわかりやすく把握することができ，独創
性があると考える。  

５ 研究資源の妥当性 
・研究費，研究員の配置，使用する
機器類等が研究を遂行するのに適
切か 

4  
( 3 .6 )  

 本研究に使用する機器は既にほとんどが当部
で現在所有しているものを使用する。また，新
たに購入する機器についても本研究を遂行にす
るのに必要不可欠である。  

さらに，文献調査等においては他の事務所と
も連携し，効率的に調査を行う予定である。  

６ 成果及びその波及効果 
・保健衛生・環境保全施策への寄与
及び波及効果はあるか 

4  
( 4 .0 )  

 新たな環境基準に対する今後の類型指定適用
についての基礎資料となるものであり，環境保
全施策への寄与は大きいものと考える。  

評 価 基 準  ５：高い ４：やや高い ３：普通  ２：やや低い  １：低い  

 
Ⅱ 自己評価  

底層溶存酸素量の環境基準項目への追加に先駆け，県内湖沼の調査を行うことは，今後
の県の湖沼への類型あてはめを行う際の有用なデータとなる。また，当該研究で得られる
栄養塩類等の水質データは，県内湖沼の水質保全対策に利用されることが期待される。  
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１ 宮城県保健環境センター評価委員会開催状況 

(1) 平成２７年度第１回評価委員会 

平成２７年１１月６日（金） 午後１時３０分から午後４時３０分まで 

宮城県保健環境センター大会議室 

(2) 平成２７年度第２回評価委員会 

平成２８年２月１２日（金）午後１時３０分から午後４時まで 

宮城県保健環境センター大会議室 

 

２ 評価委員 

  氏   名 所   属 ・ 職   名 

 １ 秋山 和夫 一般財団法人宮城県公衆衛生協会理事 

 ２ 加藤 徹 ＮＰＯ法人あぐりねっと２１理事長 

 ３ 白川 愛子 宮城大学食産業学部フードビジネス学科准教授 

〇 ４ 多田 千佳 東北大学農学研究科環境システム生物学分野准教授 

 ５ 福島 美智子 石巻専修大学理工学部食環境学科教授 

 ６ 村田 功 東北大学大学院環境科学研究科准教授 

◎ ７ 山田 一裕 東北工業大学工学部環境エネルギー学科教授 

５０音順  ◎印は委員長  ○印は副委員長 

 

３ 評価対象課題（全て事前評価） 

整理 

番号 
研究区分 担当部名 研究課題名 研究期間 

１ 経常研究 微生物部 野生動物及び豚のＥ型肝炎ウイルス浸淫状況とリスク評価 H28-29 

２ 経常研究 生活化学部 機器分析法による下痢生貝毒の分析法の確立と適応性の検証 H28-29 

３ 経常研究 大気環境部 宮城県におけるＰＭ２．５中のレボグルコサンの解析 H28-30 

４ 経常研究 水環境部 底層溶存酸素量に係る湖沼への類型指定適用の検討 H28-29 
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４ 評価方法 

平成２７年度第１回評価委員会では，事前配布された課題評価調書等に基づき，保健環境センター

から各課題に関する説明を受け，質疑応答を行った上で各評価委員が評価を行いました。 

第２回評価委員会では，各評価委員の評価結果を基にとりまとめた課題評価結果報告書の内容につ

いて審議しました。 

なお，評価項目と総合評価基準は以下のとおりです。 

 

評価項目 

事前評価 

・課題の重要性 

・課題を県が行う必要性 

・計画の妥当性 

・計画の先見性・独創性 

・研究資源の妥当性 

・成果及びその波及効果 

 

総合評価基準 

評価 事前評価 

ＡＡ 計画は優れている 

Ａ 計画は妥当である 

Ｂ 計画は概ね妥当である 

Ｃ 計画の一部に課題がある 

Ｄ 計画の見直しが必要である 
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５ 評価結果 

 

整 理 番 号 １ 研 究 区 分 経常研究 研 究 期 間 平成２８～２９年度 

研究課題名 野生動物及び豚のＥ型肝炎ウイルス侵淫状況とリスク評価 

総合評価結果 Ａ Ａ（６人）・Ｂ（１人） 

総合評価意見 

全国的にＥ型肝炎の発生が増加し，豚肉の生食目的での販売等が規制された一方で，

イノシシやシカ等の野生動物肉の喫食の機会の増加が見込まれる現時点において，野生

動物及び豚のＥ型肝炎ウイルスの浸淫状況を把握することは重要である。本研究による

成果は，食肉等を原因とするＥ型肝炎発生リスク及び予防対策を県民に啓発する上で有

用なデータとなるだけでなく，医療現場への情報提供によるＥ型肝炎の的確な予防・診

断の根拠となる。また，野生動物の肉の安全な利用に係る情報を提供することで野生動

物肉の利用拡大ひいては農業被害の軽減及び生態系の保全にもつながり得るものであ

る。 

ただし，Ｅ型肝炎ウイルスの浸淫状況を把握し，汚染ルートの解明に資するという研

究目的が達成されるよう，事前調査を十分に行い，検体となる豚等の産地等を考慮し，

計画的にサンプリングする必要がある。また，サンプリング数については，過去の検出

率を踏まえ，統計的に有意なデータが得られるよう，調査期間の延長も含め検討する必

要がある。 

 

整 理 番 号 ２ 研 究 区 分 経常研究 研 究 期 間 平成２８～２９年度 

研究課題名 機器分析法による下痢性貝毒の分析法の確立と適応性の検証 

総合評価結果 Ａ ＡＡ（１人）・Ａ（４人）・Ｂ（２人） 

総合評価意見 

下痢性貝毒の分析法がマウス毒性試験法から機器分析法に移行される今，下痢性貝毒

の機器分析法を確立し，さらにその分析法について自然に毒化した二枚貝への適応性を

確認し検査体制を新たに構築することは，水産県である県の試験研究機関として,主要産

品である二枚貝の安全性を確保するために緊急かつ重要な課題である。 

緊急性を要する課題であることから，他県及び県の関係研究機関とも連携し，先行し

て行われた解析事例を収集・分析の上，効率良く進めるとともに，ホタテガイだけでな

く，他の二枚貝における分析法の確立についても検討されたい。 
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整 理 番 号 ３ 研 究 区 分 経常研究 研 究 期 間 平成２８～３０年度 

研究課題名 宮城県におけるＰＭ２．５中のレボグルコサンの解析 

総合評価結果 Ｂ Ａ（３人）・Ｂ（２人）・Ｃ（２人） 

総合評価意見 

全国的に環境基準の達成状況が思わしくないＰＭ２．５について，これまでに実施し

てきた成分分析に加え，バイオマス燃焼の指標となるレボグルコサンの解析を行うこと

は，ＰＭ２．５の発生源の解明などＰＭ２．５対策のための有用な基礎資料となるほ

か，火力発電所の周辺における調査結果についても，貴重なデータとなることが期待さ

れる。また，従来ＰＭ２．５の質量濃度測定を行っている県が大気汚染物質対策に係る

分析技術を向上させ，詳細な構成成分の把握に努めることは意義がある。 

研究を行うにあたっては，サンプリング時の気象条件や野焼きの状況，レボグルコサ

ンの発生特性等を考慮した上で，調査方法及びその成果の活用方法を明確にして実施す

る必要がある。また，ＰＭ２．５に対する懸念が高まっていることから，県民に対する

調査結果の具体的な情報提供方法について検討する必要がある。 

 

 

整 理 番 号 ４ 研 究 区 分 経常研究 研 究 期 間 平成２８～２９年度 

研究課題名 底層溶存酸素量に係る湖沼への類型指定適用の検討 

総合評価結果 Ｂ Ａ（３人）・Ｂ（２人）・Ｃ（２人） 

総合評価意見 

現時点での底層溶存酸素量を把握しておくことは，今後底層溶存酸素量が環境基準に

追加された際に，類型指定等の対応の迅速化が図られ，水環境の保全対策に寄与する。 

ただし，水生生物の生息状況等の水域特性等の調査は，文献調査に限らず，水生生物

の専門家の協力等により実地で行うことを検討されたい。また，本研究による底層溶存

酸素量の調査は，水生生物の生息環境の保全を検討する上で有用な基礎資料となること

から，県民の環境保全に対する意識が高まるよう，調査結果の発信方法についても併せ

て検討されたい。 

 


	H27課題評価結果対応方針
	(参考資料)平成27年度課題評価調書　一括用
	（参考資料）H27課題評価結果報告書 一括用

